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平成２８年６月２８日（火） 
 

港区教育委員会 



                港区教育委員会会議録        第２４４９号 
平成２８年第１４回臨時会 

 

日 時 平成２８年６月２８日（火） 午前１０時００分 開会 

場 所 教育委員会室 

「出席委員」            委 員 長        小 島 洋 祐 

                  委員長職務代理者        綱 川 智 久 

                  委      員        永 山 幸 江 

                  委      員        澤   孝一郎 

                  教 育 長        小 池 眞喜夫 

 

「説明のため出席した事務局職員」  次      長        益 口 清 美 

                  庶 務 課 長        佐 藤 雅 志 

                  教育政策担当課長        山 田 康 友 

                  学 務 課 長        新 井 樹 夫 

                  学校施設担当課長        奥 津 英一郎 

                  学校整備担当課長        瀧 澤 真 一 

                  生涯学習推進課長        横 尾 恵理子 

                  図書・文化財課長        山 越 恒 慶 

                  指 導 室 長        渡 辺 裕 之 

 

「書 記」             庶務課庶務係長        佐 京 良 江 

                  庶 務 課 庶 務 係        佐 藤 珠 実 

 

「議題等」 

日程第１ 審議事項 

 議案第４３号 港区立幼稚園の保育料に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第２ 教育長報告事項 

 １ 港区学校教育推進計画の平成２７年度実績について 

 ２ 港区生涯学習推進計画の平成２７年度実績について 

 ３ 港区スポーツ推進計画の平成２７年度実績について 

 ４ 港区立図書館サービス推進計画の平成２７年度実績について 

 ５ 港区子ども読書活動推進計画の平成２７年度実績について 

 ６ 国際学級に関するアンケート調査の集計結果について 

 ７ 芝浦小学校の児童数増加に伴う学校施設整備について（案） 
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 ８ 麻布運動場のテニスコートの休止について 

 ９ 生涯学習推進課の７月事業予定について 

１０ 図書館・郷土資料館の７月行事予定について 

１１ ７月指導室事業予定について 
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「開会」 

○小島委員長 それでは皆さん、おはようございます。 

 ただいまから、平成２８年第１４回港区教育委員会臨時会を開会いたします。 

（午前１０時００分） 

 

「会議録署名委員」 

○小島委員長 それでは、日程に入ります。 

 本日の署名委員は永山委員にお願いいたします。 

 

日程第１ 審議事項 

 議案第４３号 港区立幼稚園の保育料に関する条例の一部を改正する条例について 

○小島委員長 日程第１、審議事項に入ります。 

 議案第４３号「港区立幼稚園の保育料に関する条例の一部を改正する条例について」、ご説明願い

ます。 

○学務課長 それでは、議案資料１でございます。港区立幼稚園の保育料に関する条例の一部を改

正する条例について、ご説明をさせていただきます。 

 はじめに、このたびの条例改正の理由でございますが、平成２８年４月１日、国の子ども・子育

て支援法施行令の一部改正が施行され、年収約３６０万円未満の多子世帯とひとり親世帯等の保育

料の負担が軽減されたことが理由でございます。国は、この施行令の中で特定教育保育の利用者負

担額の上限額、言いかえますと幼稚園の保育料の上限でございますが、それを定めており、今回の

改正で一部の世帯が保育料半額あるいは全額無料となり、保育料の上限額を引き下げることとなっ

ております。 

 したがいまして、区も、該当する部分の区立幼稚園の保育料を国に合わせて見直すことといたし

ました。また、法改正と同様に、区の条例も変更いたしますので、条例改正につきまして第２回定

例会に議案を提出させていただきます。条例の適用は法改正と同様に、平成２８年４月１日に遡及

し適用をさせていただきます。 

 それでは、議案資料１の最後に添付しております参考資料をご覧ください。「多子世帯及びひとり

親世帯等の保育料負担の軽減について」ご説明します。 

最初に１（１）国の法改正内容でございます。 

 ①です。国は多子計算にかかる年齢制限を撤廃し、保護者と生計が同一の子や孫等であれば、年

齢にかかわらず多子計算の対象とし、第２子の保育料を半額、第３子以降の保育料を無料としてお

ります。 

 ②です。ひとり親世帯等についても、国は第１子の保育料を半額、第２子以降の保育料を無料と

しております。いずれも年収３６０万円未満、区民税で申しますと７万７，１０１円未満の世帯が

対象となります。 
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 次に１（２）区の保育料の改正内容です。 

区は平成２７年４月に保育料を改正した際に、多子世帯への利用者負担軽減の考え方を拡大し、

小学校３年生までの兄・姉がいる第２子以降の幼児の保育料及び年間利用の子育てサポート保育料

を、所得にかかわらず無料とするなど、これまで国の基準以上に負担軽減をしてまいりました。今

回はさらに国と同様の改正を行い、今までの区の施策である第２子無料という考え方に加え、さら

に負担を軽減する方向で条例を改正することといたしました。 

 大変分かりにくい変更でございますので、２ページの図を使って変更の事例を具体的に説明させ

ていただきます。 

１、小学校４年生以上の兄・姉がいる場合でございます。左側が現在の区の取り扱いです。現在

は、小学校３年生までのお子さんが保育料算定の対象となっておりますので、小学校４年生以上の

兄や姉は対象外となり、第２子の幼稚園児は全額徴収、第３子は無料となってございます。 

 改正後は右の図で示しております。小学校４年生以上の兄・姉も、国と同様に保育料算定の対象

といたします。４年生以上の兄・姉が１人でもいれば、その子どもが第１子となりますので、多子

世帯で区民税が７万７，１０１円未満の世帯の場合、第２子の幼稚園児は半額に、ひとり親世帯等

で区民税が７万７，１０１円未満の世帯の場合、第２子は無料となります。 

破線で囲まれた部分が変更になる部分でございます。現在、全額徴収である第２子の保育料が、

今後多子世帯では半額、ひとり親世帯では無料となります。 

ちなみに区民税が７万７，１０１円以上の世帯の場合は現在と同じでございます。 

 ２、子どもが幼稚園児のみの世帯構成の場合でございます。この幼稚園児のみの世帯でも変更に

なる場合がございます。 

破線部分でございます。ひとり親家庭等の世帯の場合、第１子半額、第２子無料という国の基準

に合わせて第１子を全額負担から半額負担とし、負担軽減となっております。第２子について変更

はございません。 

右側の図の多子世帯をご覧ください。多子世帯につきましては、第１子は全額負担、第２子は無

料のため、改正後も負担の変更は無く、また、区民税所得割額が７万７，１０１円以上の方につい

ても変更はございません。 

 次に、３ページ別紙２をご覧ください。多子世帯とひとり親世帯の保育料を比べたものでござい

ます。 

上の図をご覧ください。現在、区民税所得割額３万円で保育料月額が６，２００円の世帯（Ｃ３

階層）の場合、多子世帯の合計負担額は半額の月額３，１００円となり、ひとり親世帯の合計負担

額は無料となります。 

 次に下の図をご覧ください。現在、区民税所得割額が８，０００円で保育料が月額３，１００円

の世帯（Ｃ２階層）の場合、多子世帯の合計負担額は３，１００円と変わらず、ひとり親世帯の合

計負担額は半額の１，５５０円となります。 

 参考資料の１ページにお戻りください。（３）減額による影響額でございます。 
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保育料負担額軽減の対象となる子どもの数は、多子世帯の対象者が７名程度、ひとり親世帯の対

象者が１名程度で、年間影響額は約３０万円の減額となる見込みでございます。 

 ２、施行期日は、子ども・子育て支援法施行令の一部改正に合わせて、平成２８年４月１日とい

たします。遡及して適用いたします。 

 ３、今後のスケジュールでございます。本日の教育委員会でご決定いただき、平成２８年第２回

定例会に条例の一部改正について議案を提出する予定でございます。 

 最後に、議案資料１ページをご覧ください。案文でございます。６ページが新旧対照表、１２ペ

ージが改正の概要でございます。これらの内容につきましては、今、申し上げたとおりの内容でご

ざいます。 

なお、今回の改正では、生計が同一な子や孫等であれば年齢にかかわらず多子計算の対象となっ

ております。例えば兄・姉が２０歳であっても第２子と考えるようになっており、同居も不要です。

子や孫でなくても看護している、子どもの面倒を見ており、通常必要な監督保護を行っているとい

うお子さんも対象となっております。 

またひとり親等の、「等」とは、ひとり親だけではなく、身体障害者手帳の交付を受けた者、精神

障害者保健福祉手帳の交付を受けた者なども含まれております。そういった意味では、今回の改正

で、多子計算の対象となる子どもの範囲が広がり、保護者の負担も軽減されるのではないかと考え

ております。 

 説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。 

○小島委員長 ただいまの説明に対して、何かご質問はございますか。 

○澤委員 子育て世帯に対する支援ということでいいことだと思います。今、説明をもらった参考

資料１ページ（３）の減額による影響額が３０万円の減ということですが、この３０万円というの

は何が減るのですか。 

○学務課長 新たにこの改正をしますと、免除になったり半額になったりする方がいらっしゃいま

す。減額された保育料を遡ってお返しするということでございます。 

○澤委員 そのトータルが３０万円ということですか。 

○小島委員長 今の説明だと、遡及して減額する額が３０万円ということですか。 

○澤委員 その分を区が負担すると、そういうことですか。 

○学務課長 結果として区が負担するということです。 

○小島委員長 改正前と改正後では歳入として入ってくるものが約３０万円減るというわけですね。 

○澤委員 ３０万減るということですね。 

○小島委員長 ７名程度とか１名程度とか、これがよく分からないのですが。ああ、今の港区の幼

稚園に通っているお子さんで、これが適用される人が７名とか１名とか、そういう意味ですか。 

○学務課長 現在、適用される対象の方が、７名程度いらっしゃるということです。 

○小島委員長 この参考資料別紙２のＣ３階層、Ｃ２階層というのは年収で考えるとどのくらいに

なるのですか。 
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○学務課長 Ｃ２階層は所得割課税額が５，０００円を超え１万円以下の世帯、Ｃ３階層は１万円

を超える世帯ということでございます。所得額にするのはなかなか難しいのですが、おおよそ２０

０万円から３００万円の間と考えております。 

○綱川委員 参考資料の３ページのＣ２のところなのですけれども、Ｃ２階層のところのひとり親

世帯が１，５５０円、第１子が。下の行です。この１，５５０円がちょっと読み取れなかったので

すけれども。 

○学務課長 上を見ていただくと、満額が３，１００円、Ｃ２階層ですと３，１００円になります

ので、それの半額ということでちょうど１，５５０円ということでございます。 

○小島委員長 多子世帯とひとり親世帯はここで違ってくるわけですね。国が改定して、区として

も若干負担が増えますが、子育て支援をするということでこのようにしたいということですよね。

ほかに何かございますか。 

 それでは、採決に入ります。議案第４３号については、原案どおり可決することにご異議ござい

ませんか。 

（異議なし） 

○小島委員長 ご異議がないようですので、議案第４３号については、原案どおり可決することと

決定いたしました。 

 

 日程第２ 教育長報告事項 

 １ 港区学校教育推進計画の平成２７年度実績について 

○小島委員長 次に、日程第２、教育長報告事項に入ります。１から５については、平成２８年第

６回定例会において説明は聴取しておりますので、順次質疑に入りたいと思います。まず「港区学

校教育推進計画の平成２７年度実績について」何かご質問ございますか。 

○綱川委員 言葉の問題で質問です。ＮＴというのは聞きなれていてよく分かるのですけれども、

Ａ票４ページの上の表の事業の課題というところに、ＪＴという言葉が書いてあります。多分、ジ

ャパニーズティーチャーかなとは思うのですが、「ＮＴとＪＴが連携した効果的な指導」と書いてあ

るのですね。ＮＴというのは港区でよく言われていたのですけれども、ＪＴという言葉が突然出て

きたので、何か説明が必要なのかと思って質問しました。 

○指導室長 ジャパニーズティーチャーのことです。実際に国際科、英語科国際の中では、ＪＴと

ＮＴが連携して授業を行っています。このＪＴを、学級担任という書き方をした方が分かりやすい

というお考えもあると思いますが、中学校の場合は学級担任ではなく教科担任であるために、あえ

てこの用語を使用しています。 

○澤委員 Ａ票１ページ下の基礎学力・活用力の習得について質問します。成果指標というところ

に、全国学力・学習状況調査の全国平均を１００とした場合の港区の指数ということで、計画と実

績それぞれ数字が入っています。平成２７年度の小・国語は、計画が１１６、実績は１１２でアン

ダーラインが引いてあります。また、実績が計画と異なる理由という欄には、「指導は十分に行った
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が定着が十分ではなかったため多くの学校が指標に達しなかった」とあります。この「定着が十分

ではなかった」というのは、何をもって「十分ではなかった」としているのですか。 

○指導室長 まず、こちらの成果指標でございますが、この推進計画では、どういう取り組みをし

たら、具体的な成果が上がるのかという考え方で、成果指標を定めているところです。毎年行われ

ている全国学力・学習状況調査については、小学校も中学校も全国平均よりも上回った数字が出て

いるところです。ただ、活用型の学習について課題が多いということで、Ｂ問題と言われる活用型

の問題についての課題を成果指標として取り上げました。平成２６年度末の時点での学習状況調査

の数値をもとに、これからその活用型の授業を展開することによって、児童・生徒に十分に活用す

る力がついてくるという想定のもとに、この成果指標の平成２９年度までの目標値を定めたところ

です。そして、平成２７年度の指導では、色々な施策を行って、各学校も授業改善を行いましたが、

定着が不十分な学校もあり、小学校の国語が１１６を指数としたところが１１２までしか到達して

おらず、中学校の国語については１０７を目標としたところ１０３までしか到達していないという

結果となりました。いずれにしても、今後も指導がさらに十分に行き渡るように、そして成果とし

て具体的にあらわれるように各学校を指導していかなければいけないと考えております。改善のポ

イント集等をつくり、効果的な活用を学校に促してまいります。理科教育の推進や、健康な体づく

り等も、同じ考え方の中で、今後、改めて課題を掘り下げて、達成できるように学校に働きかけて

いかなければならないと考えております。 

○綱川委員 達成されていないところがこの表だと２カ所で、あとはアンダーラインが引いてある

からすぐ分かるのですけれども、平成２６年末より下がっている所が何カ所かあります。特定の学

校で極端に何かあったとか、特定の児童・生徒が平均値を下げているというようなことはあるので

しょうか。 

○指導室長 別にそういう捉え方、分析はしてございません。特に体力については、その学年や実

施時期によっても差が出てくるもので、本年度は東京都の施策に合わせ、例えば中学校の体力調査

を必ず６月に実施をすると、そういう方向性を示しています。 

 平成２７年度の場合、学校によっては４月当初に健康診断とあわせて実施する学校もあり、４月

に実施するのと、ある程度の指導を行った上で６月に実施するのとでは、結果が違ってくることも

あります。そういうことも踏まえて、平成２８年度は実施時期をある程度限定し、どういう結果が

出てくるか、今後その成果指標を見て取り組んでいきたいと思います。 

○小島委員長 Ａ票の１ページの一番下の平成２７年度実績のところで「小・算数１２４」となっ

ていますよね。そうすると、平成２７年度の目標が１１６で、２８年度の目標が１１８で、２９年

度の目標が１２０なので、すでに平成２９年度の目標を上回ってしまっているのですが、これはで

き過ぎということなのですか。どういう予想をしてこういう結果になったのですか。 

○指導室長 指導が十分に行き届いたということだと思います。小学校における、この算数の活用

型の問題については、平成２９年度の計画として立てた成果指標よりも上回ったということです。 

 いずれにしても、この数値に一喜一憂せず、引き続きしっかりと地道な指導をしていくことが大
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事だと考えています。平成２７年度の結果としてあらわれたこの数値ですが、その年度によってば

らつきもありますので、単純に平均値だけを取り上げて、でき過ぎであるとは捉えておりません。

こういった指標を数値化するために、平均値という代表値を示しているということですので、意味

を取り違えないように、学校の方にもしっかりと指導していきたいと思います。 

○小島委員長 指導室長のおっしゃることはよく分かるのですが、現場の先生たちも大いに頑張っ

たから、目標を上回る結果が出たのではありませんか。その点は評価してあげてください。 

今後、平成２８年度以降の目標を書きかえるのですか、このままなのですか。 

○指導室長 進捗管理の中で新たな検討が必要だということであれば、変えることも可能なのかと

思いますが、現時点では、当初立てた計画で進めていくものと考えております。 

○綱川委員 これはＢ問題の点数ですよね。定着率はそれで分かるのですけれども、Ａ問題の方は

どのような感じになっているのかということと、あえて言うならば学校の格差とか、指導者の力量

の問題等も出てきていると思うのですが、指導室では把握していますか。そういう点で何か感じる

ところはありますか。 

○指導室長 ご指摘のように、当然、学校間の差が出ることはあります。ただ、常に、調査対象が

小学校６年生と中学校３年生ということで、その学年によってもばらつきはありますので、学校ご

との成績を順位付けしているわけではありません。こちらの手持ち資料の中で比べることはできま

すが、順位の入れかわりは常にございます。 

また、Ａ問題についても指数としては出しておりませんが、Ｂ問題と同様、小学校については全

国平均をはるかに上回っているという状況で、中学校についても、小学校ほどではありませんが、

全国の平均を上回っている状況でございます。 

しかし、著しく数値の低い学校や教員の指導力等の課題が見つかった学校については、年３回の

訪問指導をする等、授業改善にかかわる指導を強化し、重点的に指導していきたいと思います。 

○綱川委員 こういうところは平均で見るしかないと思うのですけれども、やはり担任とか、教科

の先生方の指導力というものに、やはり大きく左右されることでしょうし、またそれに対する学校

管理者というか、管理職の指導力の問題も、多大な影響があると思うのです。 

 やはり指導室としては、今以上に、全体の底上げを、港区全体の教育の推進のために、頑張って

いただいて、個別の対応をしていただければと思います。例えば今年６年がすごくよかったけれど

も、その次の学年はクラスが荒れていたとか、特別支援の子がいたとか知的障害の子がいたとか、

そういう影響で下がってしまう場合もあり得るわけですから、平均で見るのも大事なのですけれど

も、今以上に細かな指導をしていただければと思いますので、よろしくお願いします。 

○指導室長 おっしゃるとおりに指導していきたいと思います。現在、数値として低い学校につい

ては、年３回の訪問指導を行う等、授業改善に向けたプランに基づいて指導しているところですが、

教員の指導力等に課題があると思われる学校については、重点的に指導を進めていきたいと思いま

す。 

○永山委員 Ａ票２ページ「健康な体づくり」なのですが、もう一度簡単にコオーディネーション
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トレーニングについて説明していただきたいということと、中学校について、目標値に達していた

２校がコオーディネーショントレーニングの推進校だということですが、小学校ではどうだったの

ですか。中学校では体育の先生がメーンで指導されるのと比べ、小学校の場合、学級担任が指導す

るので、効果が表れにくい等ということはありませんか。 

○指導室長 まず、コオーディネーショントレーニングですけれども、運動神経の向上のための、

反応、リズム、バランス等を総合的に進めていく運動です。今までもおそらく体育の授業の中で取

り入れたことではあると思いますが、明確に位置づけて実施をしています。中学校は体育担当教師

が、小学校は学級担任が指導しますので、教員の力量によって、実施の仕方にばらつきがあること

は、ご指摘のとおりだと思います。 

 そこで、コオーディネーション推進校を指定してトレーニングを実施し、その成果を共有するこ

とで、それぞれの教員が体力や運動能力の向上等に着目し、どういう体育指導をしたらいいかとい

うことを、考えられるような状況をつくっているところです。 

 小学校についてもコオーディネーショントレーニングを実施している学校では、成果は上がって

いると捉えています。どの小学校にも体育専門の研究をしている先生方が必ずお１人はいらっしゃ

いますので、体育主任の先生を中心に、こういったコオーディネーション推進校での成果等をきち

んと伝え、全体的な港区の子どもたちの体力向上を目指して、指導していかなければいけないと思

っています。 

 Ａ票をご覧いただいて分かるように、中学校の実績が全国平均をはるかに下回っている状況の中

で、平成２９年度の小学校・中学校ともに全国平均に達するようにというのは、ハードルが高いの

ですが、何とかそこに持っていけるように、継続して進めていかなければいけないと考えています。 

 以上です。 

○澤委員 体力づくりというのは学校の体育の時間だけでできることではないので、体育の時間で

体を動かすことに興味を持って、あとは外で遊ぶなりスポーツをするなり、自主的に何かしてもら

わないと難しいですね。学校で教えるべきこと、また学校外で自主的に考えてやるべきこと、その

辺をはっきり分けて考えてあげないと教員も大変です。 

○小島委員長 体力づくりも、しつけも、学校がある程度指導的にやらないといけない面があるの

でしょうか。 

○澤委員 その辺も全体的に見て、学校でやらなければならないことと、学校外で自主的に考えて

もらわなければならないことを、はっきり分けて考えないと、学校も大変だと思います。 

○綱川委員 体力のことですが、小・中学校で、これだけ差が出てしまうのは問題だと思います。

都心の区だから運動施設も少ないというところもあると思うのですが、この小学校と中学校の差が

激しいというのは、これからの課題ではないかなと思います。 

 東京都の中学校駅伝大会を見ても、今年は確か最下位でしたか。４０位でしたよね。第１回目の

大会では８位でした。やはり中学校の体育の先生は、もうちょっと目標を高く持って、叱咤激励し

て生徒の身体を鍛えていただきたいと思います。体力がなかったら将来的にどうにもならないと思
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うので、生きていく力として、そういうところも頑張って指導していただければと思います。成績

が良くても、身体がひ弱だと何も継続できないだろうし、体力というのは非常に大事だと思います

ので、港区としてはその辺に力を入れてやっていただければと思いますのでよろしくお願いします。 

 学力も大事ですが、生きていく力として、体力をつけることは非常に大事なことだと思うので、

体力の向上にも力を入れてください。よろしくお願いします。 

○小島委員長 ほかに質問はよろしいですか。 

私から、教育委員会資料ナンバー２の２ページの左上「はぐくむまち」のところについて質問しま

す。幼稚園の児童数についての全体計画目標というところ、平成３２年度末として園児定員増、公

私立幼稚園で３，６９３人となっているのですが、確かに公立と私立、全体で幼稚園教育をしてい

くという理想から見れば、全体で何人という目標をつくることはいいと思います。しかし、理想で

はそう言いながら、事業計画のところで、平成２７年、２８年、２９年の目標が、公立幼稚園だけ

の数字になっています。公立の３歳児の目標が何人、私立の３歳児の目標が何人、合計で何人増や

します、というような目標を持たないといけないと思います。Ｂ票の４ページ事業取組の内容の⑧

がこれに該当するところのようですが、平成２７年度実績で定員増１９４人（３歳児４歳児５歳児）

となっています。公立で何人、私立で何人というのがこの基本計画の目標であるならば、ここに公

立の取組、私立の取組、それに対して教育委員会としてどう判断するのかという議論をしなくては

いけないと思います。公立も私立も、具体的な数値を出さなければ、この「はぐくむまち」の事業

計画は、中途半端な気がします。 

○教育政策担当課長 平成２７年度から２９年度の私立幼稚園における増員の計画なのですが、現

在のところ東洋英和幼稚園が３０名の予定と聞いております。 

○小島委員長 ３０人増ということは、東洋英和は１クラスぐらい増やすつもりなのでしょうか。

そうすると平成２８年度、２９年度の事業計画に１４人とか、８５人とか書いてありますが、ここ

には私立の数字は全然入ってないということですね。 

○教育政策担当課長 平成２８年度、２９年度につきましては、私立幼稚園の定員増はこの計画に

は入ってございません。 

○小島委員長 そうすると、この計画の立て方について、実績の評価点検とはならなくなってしま

うと思うのですが。 

今後、この取組を公私立全体の幼稚園の定員として考えていくというのであれば、公立だけでは

なく、私立の取組も、計画に入れる必要があるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 

○教育政策担当課長 こちらの事業計画化されている事業について、次回改定の際に、私立幼稚園

の表記の仕方等を、工夫をさせていただきたいと思います。 

○綱川委員 平成２９年度と同じ表で、計画で８５名の定員増と書いてありますが、右の増改築の

方を見ると、平成２９年度には何もまだできていない状態で、白金台と麻布が平成３０年にできる

見込みぐらいの感じで書いてあるのですけれども、この８５名は何か根拠はあるのですか。 

○教育政策担当課長 平成２９年度の計画につきましては、分園を予定しておりますので、具体的
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には今のところ決まってございません。 

○綱川委員 分園するということですね。分かりました。 

○小島委員長 ほかに何かございますか。この件はよろしいですか。 

  

 ２ 港区生涯学習推進計画の平成２７年度実績について 

○小島委員長 次に、「港区生涯学習推進計画の平成２７年度実績について」、生涯学習推進課長、

よろしくお願いします。 

○生涯学習推進課長 前回の教育委員会のときにいただきましたご質問について、ご説明させてい

ただきたいと思います。 

 資料ナンバー３生涯学習推進計画Ａ票の１ページ下段「まなび屋の充実」をご覧ください。年次

の計画の、実績が計画と異なる理由というところです。廃止の中には「まなび屋」で力をつけて事

業を立ち上げていった例もあるというところで、具体的にどういう例なのかというご質問をいただ

きました。 

こちらは、何か大きな企業を立ち上げていったということではなく、ボランティアという立場で

「まなび屋」で講座を開いておられた講師の方が、このたび高齢者の入浴に関する協会を設立し、

本格的に活動するということで、「まなび屋」の講座を廃止したということでございます。具体的に

は一般社団法人の「高齢者入浴アドバイザー協会」というものを立ち上げたということで、高齢者

の安全なお風呂の入り方をレクチャーしていきたいということで、アドバイザー資格の取得や普及

の活動にかかわっていきたいということだそうです。まなび屋での講座自体は、非常に人気がある

優秀な先生だったと聞いております。 

 ２点目です。Ｂ票の１２ページ「青少年の健全育成のための支援」というところです。青少年委

員の具体的な活動の内容等についてのご説明をさせていただきます。 

青少年委員の方々につきましては、平和青年団の派遣、成人の日記念のつどい等、年間を通じて

さまざまな活動していただいております。連絡会・定例会を年に１０回実施し、年間で延べ１９８

人の方にご参加いただいている状況でございます。 

また、平成２７年度につきましては、管外研修を１回、管内研修を２回実施しました。 

管外研修は、青少年のレクリエーションを指導するときに役立てるということで、江東区にござ

いますアトラクションを体験しながら、理科や数学をゲーム感覚で学べるという施設を見学いたし

ました。１４名の方に参加していただきました。 

管内の研修は、「ゲシュタルトセラピーについて」という心理カウンセラーをお招きした講習と、

デザイン教育のワークショップを実施いたしました。 

 また、救急救命の研修、中央ブロックの研修等、さまざまな研修にご参加いただき、青少年の育

成支援にお力を発揮していただいている状況でございます。 

 今後の課題でございます。なり手がなかなかいらっしゃらない地区もあるということで、今後、

定年制ということも検討をしていく必要があるかというご意見も、一部ございます。これにつきま
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しては５月から６月にかけて、２３区の他区の状況を調査しているところでございます。集計途中

の段階ですが、他のほとんどの区が定年制、もしくは、２年×何期といった任期制という形で定め

ているところがほとんどのようです。 

 最後にＢ票１３ページの一番上「港ユネスコ協会の支援」についてご説明します。 

ユネスコ協会につきまして、平成２７年度には、人件費と事業費と合わせて年間で４２０万円を

１２の事業について補助金という形で支援をいたしました。１２の事業全部で、合計４９４人の方

に参加していただいております。その事業の具体的な内容は、世界の料理の紹介ということで、外

国の料理を作りながらその国への理解を深めていくというようなものや、浴衣の着付け等を実際に

体験しながら日本の文化を紹介していくというようなものがございます。そういった形で年間を通

して国際理解の活動をしているということでございます。 

 簡単ですが説明、補足は以上でございます。 

○小島委員長 それでは、前回と今回の説明に対して、何かご質問はございますか。 

○澤委員 前回も説明もらっているのですけれども、Ａ票２ページ目の学校支援地域本部事業で、

平成２７年度の目標が１００件、それに対して実績は８４件ということで若干目標を下回っていま

す。その理由が、クラブ活動の支援等、学校のニーズが多岐にわたってきたためということでした。

出前授業に関しては、もうこの８４件あたりが、学校で利用してもらう上限という感じなのですか。 

○生涯学習推進課長 出前の授業自体がメニューも非常に増えておりまして、学校側でもある程度

選べる状態の中から選んで実施していただいていると思います。目標を若干下回ったということは、

今後、出前授業だけではなく、新たなニーズに応えていかなければならないのかと思っております。 

また、学校側の「今、必要なのです」というお問い合わせに対して、コーディネーターが「こうい

う授業がありますよ」と速やかにお答えできるようにすることで、さらにマッチングが進むかなと

考えております。 

○澤委員 成果指数として数字がたくさん出ていますが、単に数字の問題ではなく、この学校支援

地域本部の機能を学校のニーズとマッチングさせて、いかに学校に活用してもらうかということが

非常に重要なところで、学校側とのマッチングが今後の課題のようですね。 

○生涯学習推進課長 単に利用の件数だけ伸ばしていけばいいということではないと思っておりま

す。より求められているものを提供し、最終的には学校側の授業、教育が充実していく、向上して

いくことが目標だと思っております。そのためにはやはりこのマッチングの強化、企業や個人から

のメニューの提供、そしてさまざまなニーズにあった支援の仕方を開拓することが課題だと考えて

おります。 

○澤委員 学校地域支援部でやれるかどうかは問題ですけれど、アメリカでは、多くの町に立派な

科学博物館などがあり、子どもたちが、黄色のスクールバスで来て、利用しています。例えば、シ

カゴの自然史博物館では、子どもたちが手回し発電機を動かしたり、試料に触ったり、授業の一環

として活用しているという印象でした。 

 日本でも、例えば理科で、学校の理科室だけではできないものを、科学博物館などをうまく利用
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するシステムを考えてもいいのかと思います。 

○小島委員 ほかに何かございますか。 

○綱川委員 この間も質問しましたが、青少年の健全育成の件です。青少年委員のなり手が少ない

問題があります。青少年委員の管外研修等の研修会を開催しても参加人数が委員の半分くらいの 14

名であったり等、折角青少年委員に就任して頂いても積極的に参加できない状態の方がいらっしゃ

ると聞いています。これは、なり手が少ないので、断れない好意的な方で時間的に余裕の少ない子

育て中の方やＰＴＡの会長などに就任して頂くとか、色々な役職を兼務しているとか、無理して就

任して頂いて実際の活動がままならない状態があります。また、定年制とかの制度はありますが、

このような状態で定年の延長を議論したこともあります。しかし、これも委員の高齢化による弊害

も考えられます。また、一度就任すると、後継者が見つからず、やむを得ず何期も続けて頂く事が

あるようです。このような事で、他区では再任の限度を設定していたりして、特定の方に過負担に

ならない制度を実施しているところもあります。本来多くの方に経験して頂かなければ、子ども達

は地域で育てると言う事に広がりが感じられなくなります。このような実態を調べて、根本的に制

度自体を考え直していかないと今後益々沈滞化し、青少年を取り巻く環境を整備しなければならな

い時代に本来の活動が出来なくなってしまう事があるかもしれません。昔は「悠々チャレンジ」な

ど、担い手を育成する事業も青少年委員がやっていたり、区から委託を受けて事業を行っていたり

するようなことがあったので、その長期的な感じで、本当に担い手というか、もうこれだけ人口も

また増えてきたわけですから、若手も増えてきているわけですから、そういうような施策を考えて

いかないと、ただ青少年委員と条例で決まっているから要ります。それで、定例会を見ても、すご

く少ない参加率だったりということがあるので、もったいないなと思っていますので有効な事を考

えていただきたいと思います。 

 また、ユネスコ協会なのですけれども、やはりこの４２０万円の費用対効果といったら、こうい

うことに対して失礼なのですけれども、参加人数の問題と広報の問題がやはり昔から言われていた

と思いますが、一部の方と言ったらいけないのですけれども、同じ方だけがリピーターで出ている

ような感じがするので、その辺を広く区民に紹介できてやっていっていただいた方が、特に港区は

国際化と言ったらいけないのでしょうね、国際社会になってきていますので、その外国人のことも

浴衣の教室やっていたりしているので、そういう、今までは区民に対して、国際化どうしたらいい

かということが中心だったと思うのですけれども、そういうような逆の需要の方がどんどん増えて

くるのかなと思いますので、お願いできればと思います。ということでその２点を要望します。 

 あとはこれ、直接は関係ないので、ここに出ているからちょっと発言します。確かこのＢ票の１

４ページの一番上、１４番の「地方交流事業」は、昔、確か、飯倉小学校がやっていた事業ですね。

地方交流事業は今年から麻布地区総合支所に移管になったのですか。それで何か後ろの方に少ない

とか書いてあって、「従来地域の特定の人々によって長年継承され」というところで、区に移管前と

移管後ではというのがあるので、これももういい事業だと思うので、赤坂地区総合支所で郡上八幡

へ行っていますよね。あれはもう学校も取り込んで、３校の小学校の順番で校長先生が必ず行くと
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か、そんなこともやっていらっしゃいますので、ぜひこれも具体化できればいいなと私は思ってお

ります。 

 以上です。 

○生涯学習推進課長 貴重なご意見をありがとうございます。青少年委員のなり手を、今後、長期

的に育成していくことを考えていくということと、ユネスコについても対費用効果を考え、例えば、

イベントに参加できなかった方のために、動画の配信事業を実施する等、たくさんの方に見ていた

だけるように工夫してやっていきたいと思っております。 

また、麻布の地域交流事業については、所管課の方にきっちりと伝えさせていただきたいと思っ

ております。 

○小島委員長 ほかに何かございますか。 

○澤委員 地区教育会議などで、コミュニティ・カレッジ等で色々学んだことや、社会で経験した

ことを生かしたいのだけれども、なかなかそういう場がないという話をよく聞きます。教えたい人

と学びたい人をつなぐ役割、または自分のスキルを生かしたいという人の窓口みたいなものは生涯

学習推進課にあるのですか。 

○生涯学習推進課長 Ｂ票１１ページ「自主的な区民大学」という事業がそれに当たるのですが、

まだ始めたばかりですので、具体的な成果にはつながっておりません。しかし、今、澤先生がおっ

しゃったように、自分が学んできたこと、コミュニティ・カレッジで学んできたことを、地域のた

めに生かしたい、でもどうやって生かしていいのか分からないという方に集まっていただき、それ

ぞれの方の力を地域に還元できるように支援していけるような取り組みを進めているところです。

多くの方々に声をかけていただきたいと思っております。よろしくお願いします。 

○小島委員長 それでは、この案件はこの程度でよろしいですか。 

 

 ３ 港区スポーツ推進計画の平成２７年度実績について 

○小島委員長 続きまして、「港区スポーツ推進計画の平成２７年度実績について」、何か追加のご

説明はございますか。 

○生涯学習推進課長 追加は特にございません。 

○小島委員長 では、前回の説明に対して、何か質問等はございますか。 

○澤委員 Ａ票の１ページの「トップチームとの交流」というのは、子どもたちにとって、すばら

しいプレイを間近で見ることができる、いい機会だと思います。平成２７年度は計画が２００人な

のに対し、実績が１，６６０人ということで、人気が高かったようですが、これはたまたま人気の

あるイベントがあったのでこういう数になったのですか。今後も、このようなイベントを考えてお

られるのですか。 

○生涯学習推進課長 平成２７年度はプロのバスケットボールの選手の試合を間近で見られるとい

うことで、非常に人気が高く、たくさんの方に観戦していただきました。平成２８年度についても、

基本的に継続していきたいと考えております。スポーツの種類は、今後、調整することになります
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が、基本的には継続していきたいと考えております。 

〇澤委員 もちろん観戦もけっこうですが、トップアスリートを招いたスポーツイベントを実施す

る計画はありますか。 

〇生涯学習推進課長 トップアスリートを招いたものにつきましては、新規事業としまして、オリ

ンピアン・パラリンピアンがスポーツ教室を行うというような形で年に４回実施しております。オ

リンピックだけではなくてパラリンピックでも現役で活躍されている有名な選手をお招きして、お

子さんを中心に選手との交流、そして実際にその競技を体験し、競技に対する関心や、スポーツに

対する親交を深めていくという事業です。 

○澤委員 多くの子どもたちに参加してもらえるといいですね。 

○小島委員長 それでは、この案件はこの程度とさせていただきます。 

  

４ 港区立図書館サービス推進計画の平成２７年度実績について 

○小島委員長 次に「港区立図書館サービス推進計画の平成２７年度実績について」、前回の説明等

について、補足はございますか。 

○図書・文化財課長 補足の説明がございます。Ａ票２ページ「三田図書館の整備」ということで

ございますけれども、昨年度、平成２７年度は基本計画の策定を完了させていただいております。

現在、年内を目途に設計の作業を進めているという状況でございます。よろしくお願いいたします。 

○小島委員長 前回と今の説明に対して、何かご質問はございますか。よろしいですか。 

           

 ５ 港区子ども読書活動推進計画の平成２７年度実績について 

○小島委員長 次に、「港区子ども読書活動推進計画の平成２７年度実績について」、何か補足説明

はございますか。 

○図書・文化財課長 特に補足の説明はございません。 

○小島委員長 それでは、前回の説明等について、何かご質問ございますか。 

○澤委員 子どもたちの読書の習慣は定着してきているのですか。図書・文化財課から見て、子ど

もたちの読書活動というのは充実してきているのか、その辺はどんな印象ですか。 

○図書・文化財課長 今回、リサイクル本の提供ということについて、多くの保育園等から、欲し

いという声をいただいており、提供につなげております。子ども自らの声であるとは言えませんが、

読み聞かせ等から、読書に触れる機会が、着実に増えているのではないかと考えているところです。 

○澤委員 今はインターネットの普及で、子どもたちを取り巻く環境がどんどん変わり、辞書を引

かなくても、スマホで分かってしまう世の中ですが、小学校・中学校での読書活動はどうなのです

かね。 

○小島委員長 昔と比べて子どもたちの読書活動は一段と充実してきていると思います。図書館を

見ても、リーディングアドバイザー等のスタッフも配置され、大変充実しています。 

 この件は、この程度でよろしいですか。 
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 ６ 国際学級に関するアンケート調査の集計結果について 

○小島委員長 続きまして、「国際学級に関するアンケート調査の集計結果について」、教育政策担

当課長、お願いいたします。 

○教育政策担当課長 資料ナンバー１「国際学級に関するアンケート調査の集計結果について」ご

説明いたします 

 まず初めに、目的でございます。平成２４年４月の本格実施以降４年が経過した現在、国際学級

の効果を検証し、ニーズを把握するために行いました。 

 対象は、東町小学校に在籍する児童の保護者です。ただし外国籍のＥＳＣの児童の保護者は含ま

れておりません。 

 標本数は３７５名です。平成２８年５月３１日から６月１３日の２週間の間に実施いたしました。

配布・回収方法は学校を通して行いました。回答数は３７５名中２４７件、回答率は６５．９％で

した。 

 続きまして、２ページ２集計結果（総論）についてご説明します。 

（１）「国際学級に対するニーズ」についてです。 

 アの東町小学校を選んだ理由としまして、国際学級があるからと答えた方が１５５名おりました。 

 またエに記載してございます「今後の東町小学校の国際学級・国際理解教育に期待すること」の

自由記載の回答の中に、「ほかの小学校でも国際学級を開設すべき」と回答した方が３０名でした。 

 さらにオに記載してございます、「区立中学校の教育に期待すること」への自由記載の回答の中で、

中学校での国際学級の設置、またはそれに類するレベルの高い英語教育の実施を望む方が５４名あ

りました。 

 以上の結果により、国際学級に対するニーズ、ほかの学校への拡大に対するニーズがあることが

分かりました。 

 次に２ページ（２）の「国際学級の効果」についてです。「東町小学校に入学してからの子どもへ

の効果・影響」について伺いましたところ、回答の上位３つは次のとおりとなりました。 

１「異なる文化や習慣、価値観を持つ人を理解するようになった」が１０４名。 

２「他国の地理や文化に興味を持つようになった」が８５名。 

３「子どもが英語に興味を持つようになった」が８０名。 

以上の結果により、国際学級の効果があることが分かりました。 

 続きまして、３ページ３「集計結果」についてです。ここではクロス集計をしました結果、判明

しました特徴的な事柄につきまして、抜粋して報告させていただきます。 

まず３ページの下のところにございますクロス集計結果（１）をご参照ください。東町小の学区

域内に居住する子どもは１年生から４年生に集中していることから、平成２４年度の国際学級開設

後に学区域内の児童数が急速に増加したことが分かりました。 

 次に、５ページクロス集計結果（３）でございます。ここでは日本国籍のみの児童のうち約３割
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が海外生活を経験しており、そのうち約半数が２年以上の海外生活経験があることが分かりました。 

 続きまして、６ページクロス集計結果（４）をご参照ください。ここでは日本国籍の児童の約２

３％、二重国籍の児童の約６３％は就学前に海外の幼稚園や保育園など、国際的な環境にいたとい

うことが分かりました。 

 最後に、アンケートの問１３から問１５にございます自由記載形式のアンケート結果につきまし

て、その傾向を簡潔に報告させていただきます。 

まず１５ページの問１３をご参照ください。「今後の東町小学校の国際学級や港区の国際理解教育

に期待すること」についての、質問に対する回答です。意見の総数は１５７件、意見の内訳は資料

に記載のとおりでございます。 

（２）「国際学級の運営方法等に関する意見」２６件のうち７件が、国際学級講師ＥＳＴの力量や

配置などに関するご意見でした。 

また（３）「国際学級の拡充に関する意見」２３件のうち１４件が、東町小学校１校への児童数の

集中を緩和するために、ほかの学校へ拡大してほしいというご意見をいただきました。 

 次に、２２ページをご参照ください。問１４「港区立中学校の教育に期待すること」について、

１１８件のご意見をいただきました。 

（１）「国際学級の設置に関する意見」５４件のうち４３件は、区立中学校に国際学級そのものの

設置を希望するご意見でした。残りの１１件は、国際学級に類するレベルの高い英語教育の充実を

求めるご意見でした。 

 最後に、２６ページをご参照ください。問１５「その他自由意見」に対する回答でございます。

意見総数８１件でした。 

（２）「国際学級の運営方法等に関する意見」１６件のうち、６件は国際学級講師ＥＳＴに関する

ご意見でした。 

（３）の「国際学級の拡充に関する意見」７件のうちの２件は東町小学校１校への児童数の集中

を緩和するために、他の小学校に拡大をしてほしいというご意見でした。 

 以上、簡単ではございますが、アンケート結果の報告でございます。 

○小島委員長 ただいまの説明に対して、何か質問ございますか。国際学級は非常に人気が高くて、

今回のアンケートに対する回答も非常に熱心で、充実しているという感じを受けました。 

○澤委員 色々問題点も指摘していただいているので、教育委員会としては改めて国際学級のあり

方、将来のビジョン等を再度検討し、ほかの学校にも設置するのであれば、この４年間の経験をし

っかり生かしてやっていく必要があると思います。 

 また、クロス集計で４年生以下の学年の児童が、東町小学校の学区域からたくさん来ているとい

うことは、国際学級の評判が良いので、今まで区域外の小学校へ流れていた子どもたちがまた戻っ

てきたということです。学校の評判が高くなると、学区域の入学希望者も増えるということですね。 

○小島委員長 つまり国際学級に対する期待、希望が非常に高いということですね。これは、多分、

全区的にそういう期待が出てきているのではないかと思います。 
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○澤委員 ただ、英語での授業が必要な子どもに機会を与えることは大切なことですが、日本人の

子どもには国語も算数もどの教科も重要で、英語が全てではないわけです。英語さえやっていれば

いいと、錯覚している方がいたらそれは大きな間違いで、国際学級のもつ意味を、もっと周知する

必要があるのではないですか 

教育委員会としても、国際学級がどうあるべきかを、もう一度検討しなければいけないと思いま

す。 

○綱川委員 ニーズが高いということはこのアンケートでよく分かったのですけれども、この中で

やはり耳の痛い話が結構書いてあります。国際学級の意味を十分に理解されないで入ってこられる

方が多いから、国際学級の理解をちゃんとしてほしいということが書いてあるように私は思いまし

た。本当に間違ったうわさで日本人の人数が増えてしまったのならば、私たちも注意しなければい

けないと思います。 

ほかの学校に増やすことも非常にいいとは思いますが、以前、次長から、英検１級の資格と小学

校の先生の資格を合わせて持っている先生は、非常に集まりにくいというお話もありました。ここ

にも、先生を早く増やしてほしいと書いてあるように、先生の確保が難しい中、実際に増やせるの

かを考えていかなければいけないと思います。 

また、外国籍の子だけを国際学級の枠で入れる希望枠があるということですが、この中で二重国

籍や日本籍を持っていても、海外経験が長くて日本語をしゃべれない、日本語を自由に話せない子

たちの受け入れ先ということもあるわけで、日本語学級との違いの説明が十分にされていないとこ

ろもあると思います。日本語学級と国際学級を並列して説明し、東町小学校の実態を説明しないと、

言っていることとやっていることが違うのではないかと思われてしまわないでしょうか。 

中学校に国際学級を作るのは難しいということですが、ネーティブにしゃべれる子どもたちが集

まれる環境があったらいいと思う一方で、本当に英語を話したい子どもは、小学校高学年になると

インターナショナルスクールへ行ってしまうという回答もあり、なにか中途半端なことをしている

ような懸念もあります。より充実したコンセプトで教育が受けられるということで進めていった方

がいいのではないかと私は思いました。 

○教育政策担当課長 国際学級につきましては、大きく三つの目的があるのですけれども、これは

機会があるごとに周知をしてまいりたいと思います。 

当初は、外国籍の児童に教育機会の提供をという目的で始まったのですが、外国籍児童の子が少

なく、日本人の児童が多くなってしまっている現状の中で、今後どうしたらよいか、検討している

ところでございます。 

○小島委員長 国際学級については、色々な理想を掲げ、夢を持って設置したわけです。その夢や

理想の一つ一つに対して、もう少しきめ細かく検討してからやればよかったなという面もあるので

すが、当時は「やろう、これは大事なことだから」と言って進めたために、今になって考えると、

それぞれの人の国際学級に対する考えが、少しずつ違っていたのかもしれません。あれもこれもと

どんどん盛り込み、その一つ一つについて、十分な検討がされていなかった面があり、それが、今、
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問題になっているのではないでしょうか。 

私は、区民の１割弱いらっしゃる外国籍の方に対して、その方々も税を負担しているわけですか

ら、その子弟に対する教育について、教育委員会でも応分の役割を果たすべきと考えています。そ

れにはかなりの予算配分が不可欠ですが、そこはやむを得ないと思うのです。しかし、区全体の予

算配分から、なかなかそこまでは使えないということであれば、当初考えていた国際学級の実現は

難しいということになってしまうわけです。 

 入学を希望している外国籍の方をさらに受け入れるためには、ＥＳＴを今以上に増やさなければ

難しいということなので、理想を実現するのは難しい話です。どの程度予算を配分できるのかとい

うことが大きな問題なのです。 

○綱川委員 今回のアンケートは日本国籍を有する保護者だけに聞いているようですが、ＥＳＣの

保護者のニーズはこのアンケートだと把握できないというところもありますので、行ってみてどう

だったかとか、期待していたこととどうだったとか、その希望に添えているのかどうか等、ＥＳＴ

の保護者の声も聞いてみていただけると、今後の国際学級のあり方について検討する材料になるの

ではないかなと思っています。 

 本来、最初は日本人の子どもたちが外国語と接する機会が増えるということも、一つの目標だっ

たとは思いますけれども、その前に、今、小島委員長がおっしゃっていた、多額な納税者たちの子

どもたちにも平等な教育機会を与えるということと、あと公立学校の中にこれがある意味というの

も考えなければいけないというようなことがあると思いますので、そのＥＳＣの保護者にも意見を

聞いてほしいなと思うところがありました。 

○教育政策担当課長 本日の資料にはございませんが、ＥＳＣの児童の保護者には、学校の講師を

通して簡単なヒアリングを行っておりまして、対象者の方４２名中３２名から、国際学級があるか

ら東町小学校を選んだというような回答をいただいています。内訳は、１学年が６人、２学年が７

人、３学年が８人、４学年が８人、５年が６人、６年が７人、合計４２名です。 

○澤委員 ＥＳＣの児童は、各学年に大体均等に在籍しているのですね。やはり、国際学級が目的

で東町小学校を選ぶ日本人の児童がどんどん増えてきたことから問題が出てきているようですね。 

○小島委員長 では、この案件は、またの機会にということでよろしいですか。 

 

 ７ 芝浦小学校の児童数増加に伴う学校施設整備について（案） 

○小島委員長 続きまして、「芝浦小学校の児童数増加に伴う学校施設整備について」、学校整備担

当課長、お願いいたします。 

○学校整備担当課長 それでは、資料ナンバー２をご覧いただきたいと思います。「芝浦小学校の児

童数増加に伴う学校施設整備について（案）」になります。こちらはこの後、庁議で意思決定をし、

その後地域の方々、保護者への説明に入る形となります。 

 まず１の審議内容についてです。芝浦小学校の児童数の増加は今後も見込まれており、平成３１

年度以降は普通教室が不足することが予想されます。そこで抜本的な対応が求められており、みな
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とパークの新設校（案）、港南小中一貫教育校（案）、芝浦小学校・港南小学校の増築（案）、こちら

の３つの学校施設整備検討（案）を示しまして、この中から１つの案にするために、地域の方々及

び保護者等への意見聴取を行います。 

 続いて２の概要になります。こちらは現在の芝浦小学校の概要です。こちらはご覧いただいたと

おりになります。こちらについては案内図を添付してございます。案内図の赤枠で描いてあるとこ

ろ、こちらが芝浦小学校、芝浦幼稚園になります。その案内図の裏面には平成２７年度、現在の芝

浦小学校の教室配置図を添付してございます。 

 （２）「新たな学校整備の必要性について」になります。児童増加に伴いまして平成２４年度から

多目的室等の改修を実施しており、また今年度、夏休み中にランチルーム等の改修も実施する予定

でおります。それによって普通教室数３７教室が確保可能になり、平成３０年度まで対応は可能に

なります。しかし、平成３１年度以降の児童推計によると３８学級になるということが予想され、

教室が不足することになります。その後の児童推計においても平成４５年度には、最大の５７学級

になり、それに対応した施設整備が必要となります。 

 ２ページの表１をご覧いただきたいと思います。こちらの青く塗られている平成３１年度から普

通教室が足りなくなることを示してございます。赤で塗られているところが、それぞれの学級数、

児童数の最大値を示しております。最大値まで伸びた児童数・学級数ですが、黄色のところで一旦、

最低値となり、この先がさらに伸びるといった形になります。これに関する詳細は別紙１をご覧く

ださい。 

 続いて、３「新たな学校施設整備の検討経緯」についてです。別紙２をご覧ください。平成２７

年１１月より全庁的な検討組織としまして、「港区立芝浦小学校通学区域内学校施設整備等検討委員

会」を設置してございます。１が委員一覧、２が検討委員会の開催日程と議題でございます。 

１万平方メートルを超える敷地が確保できない中、区有地、既存の区有施設を活用して、この限

られた条件の中であらゆる選択肢を入れて、学校施設の整備案を検討してまいりました結果、案①・

みなとパーク芝浦の新設校、案②・港南小中一貫教育校、案③・芝浦小・港南小の増築（案）と、

全て学区域の変更を含む形となりますが、この３案を施設整備検討案として決定いたしました。 

 続いて３ページをご覧いただきたいと思います。こちらが学校施設検討案の位置図です。案①か

ら案③の位置を示してございます。 

 続いて４ページから６ページまでに、それぞれ案①から案③の詳細を記載してございます。こち

らではメリット、デメリットを中心にご説明させていただきたいと思います。 

 まず案①の新設校。こちらはみなとパーク芝浦に計画する案になります。建設予定地としまして

は旧文化・芸術ホールの計画地になります。右側の学区域図、こちらに関しては、芝浦小学校の学

区域内での変更で完結する形となります。 

こちらのメリットとしては過大規模校が解消され、教育環境の向上に寄与する点です。また地理

的バランスがとれており、総合支所・スポーツセンター・公園または病院といった、公共施設が一

体となった地域や街区ということになり、環境もいいということです。デメリットとしてはやはり
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校庭がないことです。体育授業や休み時間に関しては、屋上校庭、体育館、プールを利用します。

プールの使用しない１０月から５月にはふたを閉めて運動場として使用することを考えております。

またすぐ隣にスポーツセンターがございますので、午前中の比較的あいている時間帯には、こちら

の施設の利用を検討しており、また昼休みの１時から２時の間には、目の前にある芝浦公園の利用

も検討して補ってゆく考えです。 

 続いて案②小中一貫教育校案です。建設地は、現在、港南中学校が建っている位置になります。

右側の学区域図ですが、こちらは芝浦地区・港南地区にまたがった形で学区域の変更となります。

特に芝浦アイランド一体が新たな学校の学区域になる形となります。 

こちらのメリットは、同じく過大規模校が解消され、教育環境の向上に寄与するという点です。

中学校が建っていた場所ということもあり、ほかに小学校・幼稚園等教育施設がある中の街区であ

るということです。デメリットは、大きな学区域の変更が不可欠であることです。芝浦・港南地区

にまたがるということ、その学区域の変更によりまして、通学距離が遠くなる児童が多くなるとい

ったところが挙げられます。 

 ６ページをご覧ください。こちらが案③になります。案③に関しては、それぞれの学校での増築

案です。芝浦小学校、港南小学校、それぞれに仮設建築物を計画する案になります。学区域図は芝

浦小学校の児童数の方が若干多いというところもあり、芝浦アイランドの南側にある芝浦小学校の

学区域を、一部、港南小学校の学区に組み入れてバランスをとるような形になります。 

こちらのメリットは、そもそも仮設校舎ということもあり、建設費が安く、対応が早いといった

ところが挙げられます。デメリットは、約１，７００人の過大規模校が２校、存続し続けるという

こととなり、推計上、今後、急な児童数の減少がない中、仮設校舎での生活が２０年、３０年にな

るといったことが挙げられます。 

 続いて、７ページをご覧ください。（２）地域の方々や幼稚園・小学校・中学校・保育園の保護者

等への意見聴取の方法についてです。 

まず、地域の方々や保護者などに施設整備検討案を示してご意見をお聞きします。さらに、地域

の方々や保護者等の代表者による、「（仮称）芝浦小学校の児童増加に伴う学校施設整備等地域・保

護者等検討委員会」を設置し、その中で意見を集約します。その意見を参考に、最終的には教育委

員会で１案を決める予定でおります。 

 ５今後のスケジュールです。別紙４をご覧ください。こちらが全体スケジュールです。 

まず大枠の説明ですが、案①のみなとパークの新設校案は、平成３５年の開校を予定しておりま

す。平成３１年から教室が不足するということになりますので、平成３１年から仮設校舎の予定で

す。      

案②の小中一貫校案は、平成３５年９月からの開校を予定しております。こちらも平成３１年か

ら仮設校舎を設置し、仮設校舎で開校といった形となります。 

案③は、そもそも仮設という計画であることから、平成３１年から仮設校舎を設置するといった

整備案になります。 
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 今後の予定なのですが、７月５日庁議を予定しておりまして、以下、こちらに書かれたとおりに

進んでいくことを考えてございます。説明は以上になります。 

○小島委員長 ただいまのご説明に対して何かご質問はございますか。 

○綱川委員 何点かありまして、案①の新設校の件なのですけれども、この上の図と下の説明の中

で、やはり仮設校舎を現芝浦小学校につくるというのは、それでそれがどういう対応をするかとい

うのは、行ごとにぐちゃぐちゃになっていて分かりづらい、よく読むと分かるのですけれども。そ

れで例えば３案については、ここに仮設建設予定地と、仮設つくりますよというのは分かります。

その辺を整理しておいた方がいいのではないのか。仮設のときには、例えばプールの上に置くとか

何かありますよ、屋上を運動場にするとか、何かその辺が分かりづらいので、比較表があるといい

のかなと。３１年まではこう、３１年本校舎ができたらこうなりますというような。 

 というのとあと、工程表が別紙４にございますけれども、まず１点目が、１案についてはプロポ

ーザル業者選定というところが抜けてしまっていて、工期が短くなっていると、事前の日程が。そ

れで１案の後ろを合わせるためにこうなってしまったのかなとしか見えないので、これは１案のた

めにというような感じの表になってしまうので、そこは整合を合わせていった方がいいのか、それ

とも何か理由があってプロポーザルはしないのかというところが１点と、実施設計とか基本設計と

かＶＥとかが書いてありますけれども、あと工期についても、今、オリンピック施設を急ピッチで

やっていますよね。設計も何千億のものに対して、そんな実施設計期間をこんなにとっていません

よね。それで何か港区の色々な仕事を見ていますと、白金の丘のときもそうなのですけれども、工

期の短縮を全然と言ったら失礼ですけれども、余分にとり過ぎていて、実質的な、私は、設計なの

で、こんなことやっていたら民間ではもうすぐ金利負担で大変で、できなくなってしまうよという

ような感じがしています。 

 というのは、それを短くすることによって、仮設校舎のリース料も減るだろうし、色々なところ

でできるだろうし、その辺学校施設担当と学校整備担当と２人も専門家がいらっしゃるので、ぜひ

ＶＥ案についても、３カ月もＶＥ案にかけていたら「ＶＥした分、全部お金飛んでしまうよ」と、

普通民間だと言われてしまうぐらいの感じの工程表ですので、ぜひこれ、１年ぐらい、多分、短く

なるのではないかなというような感覚です。それとやはり早くしないと、何しろ仮設でも、１千何

百名超す超大規模校というのが存在してしまうわけです。そうしたら、やはり学校経営の校長さん

たちとか地域の人たちにとっては、余り望ましくないことだと思うので、その期間をなるべく短く

して、子どもたちの教育環境の整備に力を使っていただければなと思います。基本的には色々考え

てくださってありがたいのですけれども、その辺をもう一度考えていただければなと思います。 

 以上です。 

○学校整備担当課長 すみません、４ページから６ページの表示の仕方、これについては再度検討

させていただきたいと思います。 

○綱川委員 ４ページから６ページでなくて、４ページだけが分かりづらいということです。 

○学校整備担当課長 スケジュールについてですが、まず案①②でプロポーザルがないという理由
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ですが、こちらはそもそもみなとパークの増築という形になります。既存施設へのつながりとか、

ＳＭＷの仮設の件、また東電の特高ケーブルが敷地に入っている等、多方面とさまざまな協議が必

要になります。そういう中で新たなプロポーザルをやるよりも、敷地状況に詳しい現設計事務所に

預ける方が、より効率的で信頼性も高いのではないかということで、プロポーザルは考えておりま

せん。 

○綱川委員 特命随意契約になるということですか。 

○学校整備担当課長 今のところ、考えてはいます。 

○綱川委員 それを説明してくれないと。これだと何か１案を押すためのあれで日程がという感じ

に見えてしまうので。 

○学校整備担当課長 工期の件は、こちらの敷地形態上ちょうどカーブの位置になっているので、

切り下げをどこに設けていいかちょっと微妙なところもあり、通常の施設課で行う工事算定基準で

ははかれないような工期設定になっています。工期に３８か月とっているのは確かに長いというこ

とは重々承知しており、今、工期の精査を進めております。 

ＶＥに関しては、ＶＥ業者を企画課が外部委託して決めるということになっております。そこで

第三者の設計事務所と、例えば港区がやっている設計事務所のやりとりで、ある一定時間かかるこ

ともあり、３カ月ぐらいは一般的な形であると考えております。ただ、この基本設計も含めた実施

設計の期間の短縮に向けては、今後、工事担当課と調整を進めてゆきたいと考えています。 

○綱川委員 ちょっと関連で。特命随意契約なり随意契約なりでやられるのはしようがないかなと

思うのですけれども、ただ、みなとパークの施工に関して、設計監理をした会社が工期管理をを全

然していなかったと私は認識しています。それで余計に日程がかかり、違約金を取る、取らないの

話とか、訴訟になるという話とか、そういう話を聞いていますが、監理会社として本当に適切なの

でしょうか。第三者監理にかけた方がいいというようなこともありますので、よく検討していただ

かないといけません。既存の建物があるから実績のある会社に設計を依託しましたという理由だと

ちょっと弱いと思います。確かに、重要なファクターではあるのだけれども、最後はちょっと逃げ

腰だったように私は聞いています。工事監理者というのは、工期管理まで本当はしなければいけな

いと私は思っています。監理業務には入っていなくても、建築基準法にはなくても、監理という大

きなところから見ると、そこまでやらなければ、本来の業務委託にならないのではないかなと思い

ますので、その辺をよく注意して行っていただければと思います。ただずっといらっしゃるのかど

うか分からないし、人事異動とかあるので。 

 ただ、その辺うまくやっていかなと、こういう大きいプロジェクトの場合には、取り合いの問題

とか、同じ敷地内の建物との問題もあります。日程のところに愛育病院との調整と書いてあります

が、これは何を調整するのですか。 

○学校整備担当課長 みなとパーク新設校案になった場合、芝浦公園を昼休みの１時から２時の間、

遊びとして使う形となります、児童２００人、３００人ぐらいがここの広場で遊ぶ形になるわけで

す。その児童の声等が、近くにある愛育病院に対してどのような影響があるかを検討するというこ
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とです。内部検討のほか、直接愛育病院さんとお話をして調整する予定です。 

○小島委員長 ほかに何かご質問ございますか。 

○澤委員 案③の場合、児童数が増えた場合でも既存の芝浦・港南の校庭で十分なのですか。 

○学校整備担当課長 まず、児童推計から増える児童に対して、単純に割る２で増やしている形で

すので、こちらの校舎では大丈夫だと考えています。 

○澤委員 そうすると、過大校ではあるけれど、案③が一番素直なような気がします。 

○小島委員長 超大規模校で仮設校舎。それが２０年、３０年続くのはいかがなものでしょうか。 

極めて大事な話なので、よく検討していただきたいと思います。 

○綱川委員 学区域の問題で、通学距離のことを心配なさっていましたよね。それがやはり芝浦小

学校が、前のところにあったら全然問題なかったのですけれども、今の場所に来て、もう道路を隔

てたら港南学区になってしまうわけです。そこのところで、やはり、これから先、地域の人たちと

お話するときに、相当あつれきが出てくるのかなという心配はありますけれども。 

○澤委員 新設校になれば、通学距離の負担は随分解消されるのではないですか。 

○学校整備担当課長 新設校のケースですと、芝浦小学校区域内だけの学区の変更になりますので、

近くなる児童の方が多くなります。 

○小島委員長 それでは、よろしいですか。大事な問題ですが、ここまでとします。 

 

 ８ 麻布運動場のテニスコートの休止について 

○小島委員長 では、「麻布運動場のテニスコートの休止について」、生涯学習推進課長、お願いい

たします。 

○生涯学習推進課長 それでは、資料のナンバー３をご覧ください。 

都市計画道路補助９号線の拡幅事業に伴い、移設の工事を行うために、テニスコートの利用を段

階的に休止いたします。休止の期間は１１月１日から翌年の３月３１日までになります。 

 裏面の図をご覧ください。図の下の方に、都市計画道路補助９号線ございます。こちらが現在の

９メートルから１５メートルに拡幅されます。そのためにセットバックをしなければならないとい

うことで、今、テニスコートと道路の間にある石畳の部分を道路にして拡幅するのですが、それだ

けでは足りないので、さらに５０センチほどテニスコート側にセットバックするという形になりま

す。コートの外側の石畳の歩道の部分に照明灯があるのですが、それについても、コートの中側に

入れ込む形になります。テニスコートは４面ありますが、できる限り休止期間を少なくするという

ことで、段階的に休止させていただきます。１１月、１２月、１月には道路側の２面、２月のみ全

面、３月は管理棟側の２面という形になります。コートの下に照明灯のための引込み線や、各種配

管等が通っている関係もあり、セットバックとともに、人工芝も張りかえます。 

 今後、利用者の方には、７月の「広報みなと」等の周知でご理解いただき、できる限り、不便を

おかけしないような形にしていきたいと思っております。 

 説明は以上です。 
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○小島委員長 ただいまの説明に対して、何かご質問ございますか。よろしいですか。 

（なし） 

 

 ９ 生涯学習推進課の７月事業予定について 

 10 図書館・郷土資料館の７月行事予定について 

 11 ７月指導室事業予定について 

○小島委員長 続きまして「生涯学習推進課の７月事業予定について」「図書館・郷土資料館の７月

行事予定について」「７月指導室事業予定について」、この３件の定例報告については配布資料のと

おりですが、この３件について何か、補足説明ないし質問はございますか。よろしいですか。 

（なし） 

○小島委員長 それでは、本日予定している案件は全て終了しました。庶務課長、そのほか何かあ

りますか。 

○庶務課長 特にございません。 

 

「閉会」 

○小島委員長 なければ、これをもちまして閉会といたします。 

 次回定例会は、７月１１日月曜日、午後３時から開催の予定です。 

 それでは、よろしくお願いいたします。 

（午後１２時０５分） 

 

 

 

             会議録署名人 

                 港区教育委員会委員長  小島 洋祐 

 

                 港区教育委員会委員   永山 幸江 
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